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令和８年度 一級/二級/木造建築士定期講習案内 
 

 平成20年11月に施行された改正建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は 
3年ごとに建築士定期講習を受講することが義務付けられています。  
 建築士事務所の所属建築士であり、令和５年度に「建築士定期講習」を修了された方もしくは、新しく所属
建築士になられた方で未受講の方は受講する必要があります。 
 
 
■会場コード・開催期日・会場・定員    
【受付期間に申込をしていないと受講できません。但し、定員になり次第、締切ります】 

会場コード 講習会日 会場 定員 
申込締切 

但し、定員になり次第、 
締切ります 

講義 
方式 

７Ｄ－５１ 令和８年 
 ８月６日（木） 

高知県建設会館 4 階 
（高知市本町 4-2-15） 

７０ ７月３０日（木） 

DVD ７Ｄ－５２ １１月１０日（火） ７０ １１月 ３日（火） 

７Ｄ－５３ 令和９年 
３月１０日（水） ７０ 令和９年 

３月 ３日（水） 

 
■  受講申込方法  
（１）原則インターネットによる受付となります 

（公財）建築技術教育普及センターのホームページよりお申込ください  
（外部HP）https://www.jaeic.or.jp/ 

 
■ インターネット申込ができない事由がある方 
（２）ダウンロード版申込書：(公財)建築技術教育普及センターよりダウンロードできます。 
        https://www.jaeic.or.jp/assets/pdf/koshu/teiki/off-summary/dl12moku.r8.pdf         

   
（３）紙申込書を送付いたします。 

希望の方は、建築技術教育普及センター（TEL 050-3645-2717）へお問合せください。 
   ※申込書を郵送で依頼した場合、赤レターパック等を事前にご準備していただくことがあります。 
 

申込書郵送先  

記入済みの申込書を郵送する際は、紛失等を防ぐ為に「簡易書留」にて下記、センターへ郵送してください。  

 【郵送先】公益財団法人 建築技術教育普及センター  
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 紀尾井町パークビル 3F 

 
 
■ 受講申込書の配布・申込方法・受付状況についてのお問い合せ先 

公益財団法人 建築技術教育普及センター   TEL 050-3645-2717 
 
※ 令和8年度から【申込に関する問い合わせ】および 【紙申込書の郵送先】が 

「公益財団法人 建築技術教育普及センター」になりました。ご注意ください。 
 
 

■ 講習会当日の問い合わせ先 
一般社団法人 高知県建築士事務所協会    TEL 088-825-1231 

      
 
■ 受講手数料：１２，９８０円（消費税、テキスト代含む） 
 
 
     

高知県版（会場講習/対面方式） 
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■講習の構成 
・ 講習は 1 日で実施し、テキストを使用した講義（5 時間）と修了考査（1 時間）の構成になります。なお、講義及び講

義と修了考査を別々の日で受けることはできません。 
・ 受講すべき講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。 
・ 一級建築士定期講習、二級建築士定期講習及び木造建築士定期講習の講義時間、講習内容及び修了考査時間は同一で

すが、修了考査の問題数が異なります。 
・ 講習テキストは講習当日に会場で配付します。 
 
 
 

■受講対象 
受講対象者の区分 受講時期 

①令和５年度に受講され、建築士事務所に所属している方 
今年度受講対象 
（令和８年４月１日～令和９年３月３１日） ②令和５年度の建築士試験に合格され、 

現在、建築士事務所に所属している方 

③令和５年度以前に受講され、 
現在、建築士事務所に所属している方 建築士事務所に所属するすべての建築士は、 

本講習を３年以内ごとに受講しなければなりませ
んので、できるだけ早期に受講してください ④令和５年度以前の建築士試験に合格され、 

現在、建築士事務所に所属している方 

⑤ 建築士事務所を退職された方、または所属されていない方 受講は任意です 

 
 
 
 
■講習の時間割(予定) 

標準時間 項目 項目【内容】 時間 

9:00～ 9:20 受付開始 20 分 

9:20～ 9:30 受講説明 受講注意事項の説明 10 分 

9:30～11:30 講 義 建築物の建築に関する法令に関する科目① 120 分 

11:30～12:30 休憩(昼食) 60 分 

12:30～13:30 講 義 建築物の建築に関する法令に関する科目② 60 分 

13:30～13:40 休憩 10 分 

13:40～15:40 講 義 設計及び工事監理に関する科目①・② 120 分 

15:40～15:50 休憩 10 分 

15:50～16:05 修了考査説明 修了考査注意事項の説明 15 分 

16:05～17:05 

修了考査 
（テキスト参照可） 

 
正誤方式 

一級建築士
（ ４ ０ 問） 

・建築物の建築に関する法令に関する科目 
・設計及び工事監理に関する科目 

60 分 
二級建築士

（ ３ ５ 問） 

・建築物の建築に関する法令に関する科目 
・建築物（法 3 条に規定する建築物を除く）の設計及び工

事監理に関する科目 

木造建築士
（ ３ ０ 問） 

・木 造 建 築 物 の 建 築 に 関 す る 法 令 に 関 す る 科 目 
・木造の建築物（法 3 条及び 3 条の 2 に規定する建築物を

除く）の設計及び工事監理に関する科目 

 

 


